
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

三
七

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
五
号

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
　

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
保
存
の
方
法
）

第
十
七
条

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一
　
作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
、
シ
ー
・
デ
ィ
ー
・
ロ
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ

り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
（
以
下
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い

う
。）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

二
　
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。）
に
よ

り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方

法

（
電
磁
的
記
録
の
作
成
の
方
法
）

第
十
八
条

条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
も
っ
て
調
製

す
る
方
法
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
縦
覧
等
の
方
法
）

第
十
九
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
同
条
第
一
項
の
書
面
に
係
る
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映

像
面
に
表
示
す
る
方
法
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
る
方
法
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
六
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
五
の
級
」
を
「
四
の
級
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
技
能
労
務
職
員
の
職
務
の
級
を
決
定
す
る
場
合
に
必
要
な
資
格
は
、
別
表
第
三
の
級
別
資
格
欄
の

と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
に
定
め
る
級
別
資
格
・
初
任
給
基
準
表
」
を
「
の
初
任
給
欄
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
中
「
一
般
職
員
」
を
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
六
級
以
下
で
あ
る
も
の
」
に
、「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
五

第
五
項
」
を
「
同
条
例
第
八
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を

第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず

つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
の
表
の
自
動
車
整
備
業
務
従
事
手
当
の
項
中
「
勤
務
一
月
に
つ
き
五
千
三

百
円
」
を
「
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
表
早
朝
勤
務
手
当
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。道

路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年

総
理
府
令
第
六
十
号
）
第
二
条
の
表
に
定
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き

特
殊
自
動
車
運

め
る
大
型
特
殊
自
動
車
又
は
大
型
自
動
車
二
百
七
十
円
（
業
務
に
従
事
し
た

転
等
作
業
手
当

の
運
転
作
業
、
大
型
特
殊
自
動
車
に
よ
る
時
間
が
四
時
間
に
満
た
な
い
場
合

農
耕
作
業
等
の
業
務
に
従
事
し
た
技
能
労
は
百
六
十
二
円
）

務
職
員

第
七
条
の
二
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
、「
調
整
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
中
「
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
別
表
第
八
特
定
級
表
（
以
下
「
特
定
級
表
」
と
い
う
。）
に
定
め
る
職
務
の
級
」
と
あ

る
の
は
「
二
級
」
と
、「
別
表
第
八
の
二
特
定
号
給
表
」」
を
「
別
表
第
八
」
に
、「
別
表
第
五
特
定
号

給
表
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
技
能
労
務
職
員
の
退
職
手
当
の
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
退
職
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
山
　

梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る

職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十

一
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
五
条
の
四
中
「
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
技
能
労
務
職

員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
別
表
第
七
」
と
す
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

三
八

第
九
条
中
「
調
整
手
当
」
を
「
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

三
九

別表第一（第三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
〇



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
二



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
三

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

職
務
の
級
分
類
表

職
務
の
級

職
　
　
務
　
　
の
　
　
基
　
　
準

一
　
　
級

技
能
労
務
職
員
の
職
務

二
　
　
級

相
当
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
技
能
労
務
職
員
の
職
務

１
　
守
衛
長
、
副
守
衛
長
、
主
任
守
衛
、
主
任
技
術
員
、
主
任
技
能
員
、
主
任

文
書
事
務
員
及
び
主
任
診
療
報
酬
計
算
員
の
職
務

三
　
　
級

２
　
高
度
の
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
主
任
業
務
員
及
び
主
任
看
護
助

手
の
職
務

３
　
高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
そ
の
他
の
技
能
労
務

職
員
の
職
務

１
　
自
動
車
管
理
事
務
所
次
長
の
職
務

２
　
高
度
の
技
能
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
守
衛
長
、副
守
衛
長
、

四
　
　
級

主
任
守
衛
、
主
任
技
術
員
、
主
任
技
能
員
、
主
任
文
書
事
務
員
及
び
主
任
診

療
報
酬
計
算
員
の
職
務

３
　
特
に
高
度
の
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
主
任
業
務
員
及
び
主
任
看

護
助
手
の
職
務

別
表
第
三
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

級
別
資
格
・
初
任
給
基
準
表

基
準
学
歴

級
　
　
　
別
　
　
　
資
　
　
　
格

初
　
　
任
　
　
給

一
　
　
級

二
　
　
級

三
　
　
級

四
　
　
級

七

別
に
定
め

別
に
定
め

一
級
二
十
五
号
給
か
ら
一
級

高
　
校
　
卒

る

る

五
十
六
号
給
ま
で

〇

七

別
に
定
め

別
に
定
め

別
に
定
め

一
級
九
号
給
か
ら
一
級
四
十

中
　
学
　
卒

る

る

る

号
給
ま
で

〇

備
考１

　
基
準
学
歴
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
年
齢
別
最
低
保
障
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

「
高
校
卒
」
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
基
準
学
歴
以
外
の
学
歴

を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
員
の
例
に
よ
り
修
学
年
数
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
こ
の
表
の
初
任
給
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
同
欄

の
号
給
の
範
囲
内
で
初
任
給
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
経
験
年
数
を
有

す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
有
す
る
経
験
年
数
に
応
じ
、
こ
の
表
の
初
任
給
欄
の
号
給

を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
号
給
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

経
　
験
　
年
　
数

初
　
　
　
任
　
　
　
給

八
年
以
上
十
七
年
未
満

一
級
五
十
七
号
給
か
ら
一
級
八
十
号
給
ま
で

十
七
年
以
上

一
級
八
十
一
号
給

注
　
経
験
年
数
欄
の
経
験
年
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
「
高
校
卒
」
後
の
も
の
と
す
る
。

別
表
第
四
（
第
六
条
関
係
）

給
料
の
調
整
基
本
額
表

職
務
の
級

調
　
　
整
　
　
基
　
　
本
　
　
額

一
　
　
級

七
、
〇
〇
〇
円

二
　
　
級

八
、
四
〇
〇
円

三
　
　
級

八
、
七
〇
〇
円

四
　
　
級

九
、
八
〇
〇
円

別
表
第
五
（
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
三
関
係
）

職
務
段
階
別
加
算
表技

　
能
　
労
　
務
　
職
　
員
　
の
　
区
　
分

割
　
合

職
務
の
級
四
級
の
技
能
労
務
職
員
（
知
事
が
定
め
る
技
能
労
務
職
員
に
限
る
。）

百
分
の
十



職
務
の
級
四
級
の
技
能
労
務
職
員
（
前
項
に
該
当
す
る
技
能
労
務
職
員
を
除
く
。）

百
分
の
五

並
び
に
職
務
の
級
三
級
の
技
能
労
務
職
員
（
知
事
が
定
め
る
技
能
労
務
職
員
に

限
る
。）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
五

別表第六　昇格時号給対応表（第八条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
七



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
（
二
分
冊
の
一
）

平
成
十
八
年
三
月
三
十
日

四
八


